
豊 田 市 消 防 団 員 準 中 型 自 動 車 免 許 取 得 補 助 金 交 付 要 綱  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 豊 田 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ４ ５ 年 規 則 第 ３ ４

号 ）に 定 め る も の の ほ か 、豊 田 市 消 防 団 に 対 す る 補 助 金 の 交 付 に 関 し 、

必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 目 的 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 は 、 本 市 の 消 防 団 員 に 対 し て 道 路 交 通 法 （ 昭 和 ３ ５ 年

法 律 第 １ ０ ５ 号 。以 下「 法 」と い う 。）第 ８ ４ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 準 中

型 自 動 車 免 許（ 以 下「 準 中 型 免 許 」と い う 。）の 取 得 に 要 す る 経 費 を 補

助 す る こ と に よ り 、 準 中 型 免 許 の 取 得 を 促 進 し 、 円 滑 な 消 防 業 務 を 推

進 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 交 付 対 象 者 ）  

第 ３ 条  豊 田 市 消 防 団 員 準 中 型 自 動 車 免 許 取 得 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」

と い う 。）の 交 付 対 象 者 は 、次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 本 市 の 消 防

団 員 と す る 。 た だ し 、 豊 田 市 消 防 団 員 と し て 辞 令 が 発 令 さ れ た 時 点 に

お い て 、 既 に 準 中 型 免 許 を 取 得 し て い る 者 及 び 準 中 型 免 許 を 取 得 す る

た め に 指 定 自 動 車 教 習 所 （ 法 第 ９ ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 自 動 車 教

習 所 を い う 。 以 下 同 じ 。） に 入 所 し て い る 者 を 除 く 。  

 （ １ ） 車 両 総 重 量 が ３ ． ５ ト ン 以 上 の 車 両 が 配 備 さ れ て い る 分 団 に 所

属 す る 者  

（ ２ ） 準 中 型 免 許 の 取 得 し た 翌 年 度 末 ま で 豊 田 市 消 防 団 に 在 職 し 、 消

防 団 活 動 を 行 う こ と を 誓 約 す る 者  

 （ ３ ） 補 助 金 の 交 付 申 請 か ら 、 実 績 報 告 ・ 請 求 ま で を 同 一 の 年 度 内 に

行 う 者  

 （ ４ ） 豊 田 市 税 を 滞 納 し て い な い 者  

 （ ５ ） 過 去 に 当 該 補 助 金 の 交 付 を 受 け て い な い 者  

（ 対 象 経 費 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 対 象 経 費 は 、指 定 自 動 車 教 習 所 の 入 所 に 要 す る 経 費（ 正

規 の 教 習 に 係 る も の に 限 り 、 追 加 技 能 講 習 料 、 再 検 定 料 、 予 約 キ ャ ン

セ ル 料 、 オ プ シ ョ ン 料 等 の 交 付 対 象 者 ご と の 事 情 に よ り 発 生 す る 追 加

料 金 を 除 く 。）及 び 準 中 型 免 許 の 取 得 手 数 料（ 試 験 及 び 準 中 型 免 許 証 交

付 に 係 る 経 費 を い い 、再 試 験 の 手 数 料 は 含 ま な い 。）と す る 。な お 、交

付 対 象 者 が 普 通 自 動 車 免 許 を 有 し て い な い 場 合 は 、 当 該 対 象 者 が 普 通

自 動 車 免 許 （ オ ー ト マ チ ッ ク 車 ） を 有 し て い る と み な し た 経 費 を 対 象

と す る 。  

 （ 補 助 金 の 額 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 額 は 、 前 条 に 規 定 す る 経 費 の 合 計 額 と す る 。 た だ し 、



補 助 金 の 額 は 、 ２ ０ 万 円 を 限 度 と す る 。  

２  補 助 金 の 額 は 、 対 象 経 費 か ら 他 の 補 助 金 等 に よ り 補 助 さ れ た 額 を 差

し 引 い た 額 と す る 。  

（ 交 付 申 請 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 当 該 年 度 の ６ 月 末 日 ま で

に 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 市 長 へ 提 出 す る も の と す る 。  

（ １ ） 豊 田 市 消 防 団 員 準 中 型 自 動 車 運 転 免 許 取 得 補 助 金 申 請 書 （ 様 式  

第 １ 号 ）  

（ ２ ） 誓 約 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

（ ３ ） 指 定 自 動 車 教 習 所 の 入 所 に 要 す る 経 費 の 内 訳 が 分 か る 見 積 書 等

の 写 し  

（ ４ ） 自 動 車 運 転 免 許 証 の 写 し （ 免 許 を 有 し て い な い 場 合 を 除 く ）  

（ ５ ） そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る も の  

（ 交 付 決 定 等 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審

査 し 、 豊 田 市 消 防 団 員 準 中 型 自 動 車 免 許 取 得 補 助 金 交 付 （ 不 交 付 ） 決

定 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 申 請 額 の 全 部 又 は 一 部 を 交 付 し な い と 決 定 し た と き は 、 そ の 理 由

を 記 載 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 本 補 助 金 の 交 付 事 務 に 必 要 な 内 容 に 関 し 、 申 請 者 の 同 意 を

得 た 上 で 、 住 民 基 本 台 帳 の 閲 覧 や 市 税 の 収 納 状 況 を 確 認 す る こ と が で

き る 。  

（ 交 付 決 定 の 除 外 ）  

第 ８ 条  前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 市 長 は 、 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 申 請 を

し た 消 防 団 員 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 交 付 の 決 定 を し な い

こ と が で き る 。  

（ １ ）消 防 団 員 が 、暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律（ 平

成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 （ 以 下 「 暴 力

団 員 」と い う 。）又 は 暴 力 団 員 で は な い が 、同 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力

団（ 以 下「 暴 力 団 」と い う 。）と 関 係 を 持 ち な が ら そ の 組 織 の 威 力 を 背

景 と し て 暴 力 的 不 法 行 為 等 を 行 う 者 （ 以 下 「 暴 力 団 関 係 者 」 と い う 。）

と 認 め ら れ る と き 。  

（ ２ ） 消 防 団 員 が 、 暴 力 団 の 威 力 若 し く は 暴 力 団 員 若 し く は 暴 力 団 関 係

者（ 以 下「 暴 力 団 員 等 」と い う 。）又 は 暴 力 団 員 等 が 経 営 若 し く は 運 営

に 実 質 的 に 関 与 し て い る 法 人 等 を 利 用 す る な ど し て い る と 認 め ら れ る

と き 。  

（ ３ ） 消 防 団 員 が 、 暴 力 団 若 し く は 暴 力 団 員 等 又 は 暴 力 団 員 等 が 経 営 若

し く は 運 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 法 人 等 に 対 し て 資 金 等 を 供 給 し 、



又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 暴 力 団 の 維 持 運 営 に 協 力 し 、 又 は 関 与 し て い

る と 認 め ら れ る と き 。  

（ ４ ） 消 防 団 員 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関

係 を 有 し て い る と 認 め ら れ る と き 。  

(計 画 変 更 )  

第 ９ 条  第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 者 （ 以 下

「 補 助 金 交 付 決 定 者 」と い う 。）は 、補 助 金 の 交 付 決 定 通 知 を 受 け た 後

に お い て 補 助 事 業 の 計 画 を 変 更 (廃 止 及 び 中 止 を 含 む 。 )す る 場 合 は 、

直 ち に 市 長 へ 豊 田 市 消 防 団 員 準 中 型 自 動 車 運 転 免 許 取 得 補 助 金 計 画 変

更 承 認 申 請 書 (様 式 第 ４ 号 )を 提 出 し 、 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 変 更 内 容 を 審

査 し 、 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 決 定 を 変 更 す る こ と が で き る 。  

(変 更 決 定 通 知 )  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 当 該 補 助 金 の 交 付 の 変 更 を

承 認 し た と き は 、 補 助 金 等 変 更 決 定 通 知 書 (様 式 第 ５ 号 )に よ り 、 補 助

金 交 付 決 定 者 へ 通 知 す る も の と す る 。  

（ 実 績 報 告 及 び 請 求 ）  

第 １ １ 条  補 助 金 交 付 決 定 者 は 、 第 ６ 条 に 規 定 す る 交 付 申 請 と 同 一 の 年

度 内 の ２ 月 末 日 ま で に 、次 に 掲 げ る 書 類 を 市 長 へ 提 出 す る も の と す る 。 

 （ １ ） 豊 田 市 消 防 団 員 準 中 型 自 動 車 免 許 取 得 補 助 金 実 績 報 告 兼 請 求 書

（ 様 式 第 ６ 号 ）  

 （ ２ ） 取 得 し た 自 動 車 運 転 免 許 証 の 写 し  

 （ ３ ） 指 定 自 動 車 教 習 所 の 入 所 に 要 し た 経 費 の 領 収 書 の 写 し  

 （ ４ ） 指 定 自 動 車 教 習 所 の 入 所 し た 日 が 分 か る 書 類 の 写 し  

 （ ５ ） そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る も の  

 （ 額 の 確 定 及 び 交 付 ）  

第 １ ２ 条  市 長 は 、 前 条 の 実 績 報 告 及 び 請 求 が 提 出 さ れ た と き は 、 そ の

内 容 を 審 査 し 、適 当 と 認 め た と き は 、交 付 す べ き 補 助 金 の 額 を 確 定 し 、

補 助 金 確 定 通 知 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） に よ り 通 知 し た 後 に 、 当 該 額 を 交 付

す る も の と す る 。  

（ 補 助 金 の 取 消 し 及 び 返 還 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は 、 補 助 金 交 付 決 定 者 が 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き

は 、 補 助 金 の 交 付 の 決 定 の 全 部 若 し く は 一 部 を 取 り 消 し 、 又 は 既 に 交

付 し た 補 助 金 の 全 部 若 し く は 一 部 を 返 還 さ せ る こ と が で き る 。  

 （ １ ） 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た と き 。  

 （ ２ ） 補 助 事 業 が 、 同 一 の 年 度 内 に 完 了 し な い と き 。  

 （ ３ ） 準 中 型 免 許 を 取 得 し た 翌 年 度 末 ま で に 、 正 当 な 理 由 な く 豊 田 市

消 防 団 を 退 団 し た と き 。  



（ 委 任 ）  

第 １ ４ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定

め る 。  

 

 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ こ の 要 綱 の 失 効 ）  

２  こ の 要 綱 は 、令 和 １ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、そ の 効 力 を 失 う 。た だ し 、

同 日 前 に こ の 要 綱 の 規 定 に 基 づ き 、 交 付 申 請 が な さ れ た 補 助 金 に 関 し

て は 、 同 日 後 も 、 な お 効 力 を 有 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様 式 第 １ 号 （ 第 ６ 条 関 係 ）  

 

豊 田 市 消 防 団 員 準 中 型 自 動 車 運 転 免 許 取 得 補 助 金 申 請 書  

 

    年   月   日   

 

豊 田 市 長  様  

 

             申 請 者  所 属               

                 階 級               

氏 名               

住 所               

電 話               

 

補 助 金 の 交 付 を 受 け た い の で 、 次 の と お り 申 請 し ま す 。  

１ 免許取得予定日   年    月    日頃 

２ 教習施設名称 
 

 

３ 補助申請額           金       円 

４ 市税について 

誓約・同意のうえチェックしてください。 

□ 豊田市税を滞納していません。 

□ 本補助金の交付事務に必要な内容に関し、住民基本台帳

の閲覧や市税の収納状況を確認することに同意します。 

５ 添付書類 

添付の有無を確認し、チェックしてください。 

□ 誓約書（様式第２号） 

□ 指定自動車教習所の入所に要する経費の内訳が分かる

見積書等の写し 

□ 現在有している運転免許証の写し（両面） 



様 式 第 ２ 号 （ 第 ６ 条 関 係 ）  

 

誓  約  書  
 

年   月   日  

 

 豊 田 市 長  様  

 

 

 

 

 私 は 、 準 中 型 自 動 車 免 許 を 取 得 し た 翌 年 度 末 ま で 豊 田 市 消 防 団 に 在 職

し 、 消 防 団 員 と し て 活 動 す る こ と を 誓 約 し ま す 。  

 

 

 

 

 

所 属                                 

階 級                                 

氏 名                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様 式 第 ３ 号 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

 

豊   発 第    号  

年   月   日  

 

        様  

 

豊 田 市 長    

 

   

豊 田 市 消 防 団 員 準 中 型 自 動 車 免 許 取 得 補 助 金 交 付 （ 不 交 付 ） 決 定 通 知 書  

 

    年   月   日 付 け 豊 田 市 消 防 団 員 準 中 型 自 動 車 免 許 取 得 補

助 金 申 請 に つ い て 、 次 の と お り 決 定 し ま し た の で 、 豊 田 市 補 助 金 等 交

付 規 則 第 ５ 条 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。  

 

 

□  申 請 額 の 全 部 を 交 付 す る 。  

  （ 交 付 決 定 金 額   金          円 ）  

 

□  申 請 額 の 一 部 を 交 付 す る 。  

  （ 交 付 決 定 金 額   金          円 ）  

  （ 一 部 を 交 付 す る 理 由：                    ） 

 

□  申 請 額 の 全 部 を 交 付 し な い 。  

  （ 理 由：                           ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様 式 第 ４ 号 （ 第 ９ 条 関 係 ）  

 

豊 田 市 消 防 団 員 準 中 型 自 動 車 運 転 免 許 取 得 補 助 金  

計 画 変 更 承 認 申 請 書  

 

    年   月   日   

 

豊 田 市 長  様  

 

             申 請 者  所 属               

                 階 級               

氏 名               

住 所               

電 話               

 

    年  月  日 付 け 豊 消 総 発 第    号 で 交 付 決 定 通 知 の あ っ た 、

豊 田 市 消 防 団 員 準 中 型 自 動 車 免 許 取 得 事 業 に つ い て 、 下 記 の と お り 計 画

を 変 更 し た い の で 、 豊 田 市 補 助 金 等 交 付 規 則 第 ８ 条 の 規 定 に よ り 承 認 さ

れ た く 申 請 し ま す 。  

 

１ 補助金等変更申請額   金      円 

２ 変更の理由  

３ 変更計画の内容  

 

 

 

 

 

 

 

 



様 式 第 ５ 号 （ 第 １ ０ 条 関 係 ）  

 

豊   発 第    号  

年   月   日  

 

         様  

 

豊 田 市 長     

 

 

補 助 金 等 変 更 決 定 通 知 書  

 

    年  月  日 付 け 豊 消 総 発 第     号 で 通 知 し た 、 豊 田 市 消 防

団 員 準 中 型 自 動 車 免 許 取 得 事 業 に 対 す る 補 助 金 等 の 交 付 決 定 を 次 の と お

り 変 更 し ま す の で 、 豊 田 市 補 助 金 等 交 付 規 則 第 ９ 条 の 規 定 に よ り 通 知 し

ま す 。  

 

 

１  変 更 決 定 額        金      円  

 

２  計 画 変 更 の 内 容  

区 分  当 初 計 画  変 更  

   

 

３  条 件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様 式 第 ６ 号 （ 第 １ １ 条 関 係 ）  

 

豊 田 市 消 防 団 員 準 中 型 自 動 車 免 許 取 得 補 助 金 実 績 報 告 書 兼 請 求 書  

 

年   月   日   

 

豊 田 市 長  様  

 

申 請 者  所 属               

階 級               

氏 名               

住 所               

電 話               

  

 次 の と お り 準 中 型 自 動 車 免 許 を 取 得 し ま し た の で 、 補 助 金 の 交 付 を 請

求 し ま す 。  

１ 免許取得日   年    月    日 

２ 教習施設名称  

３ 補助請求額                   円 

４ 振込口座 

□  職 務 報 酬 ・ 出 動 報 酬 等 と 同 一 口 座  

（ こ の 欄 に チ ェ ッ ク し た 場 合 、 口 座 情 報 記 入 不 要 ）  

金 融 機 関 名   支 店 名   

種 目   口 座 番 号   

口 座 名 義 人   

５ 添付書類 

□  取 得 し た 運 転 免 許 証 の 写 し （ 両 面 ）  

□  指定自動車教習所の入所に要した経費の領収書の写し 

□  指定自動車教習所へ入所した日が分かる書類の写し 



様 式 第 ７ 号 （ 第 １ ２ 条 関 係 ）  

 

豊   発 第    号   

年   月   日   

 

        様  

 

豊 田 市 長    

 

 

補 助 金 額 確 定 通 知 書  

 

 年  月  日 付 け で 実 績 報 告 及 び 請 求 の あ り ま し た 豊 田 市 消 防

団 員 準 中 型 自 動 車 運 転 免 許 取 得 補 助 金 に つ い て 、 次 の と お り 決 定 し ま

し た の で 、豊 田 市 補 助 金 等 交 付 規 則 第 １ １ 条 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。 

 

 

 

 

  補 助 金 の 額          金       円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


